
イームズロボティクス社による無人航空機を活用した対応の概要

○ 実施場所 珠洲市立大谷小中学校、金沢大学里山マイスター能登学舎、大屋杉山線付近の敷地
○ 実 施 者 イームズロボティクス株式会社（依頼元：地方自治体）
○ 実施内容 仮設住宅建設予定地調査のための測量飛行
○ 使用機体 イームズロボティクス製UAVーE6106FLMP
○ 安全確保体制 第三者が飛行中に飛行範囲に侵入することがないように、目視内での飛行及び

撮影カメラの映像伝送による周辺状況の確認を行った。

○ 能登半島地震に伴う、避難住民向けの仮設住宅建設予定地調査を目的に、地方自治体からの依頼
により、民間事業者が無人航空機の飛行を実施。

○ 避難住民が一次避難先に長期間滞在することにより災害関連死に至ることを防ぐため、早急に仮設住
宅を建設する必要があった。このため、無人航空機により、候補地の使用可否及び車両での移動可否
を判断するための現地及び周辺道路の調査を行う必要があった。

※ 画像の出典元：イームズロボティクス株式会社

珠洲市立大谷小中学校付近の調査

捜索・救助等のための特例（航空法第132条の92）適用事例

仮設住宅建設予定地調査のための飛行

捜索・救助等のための特例（航空法第132条の92）を適用し、航空法の飛行許可・承認なしで実施した事例。

ドローンによる支援活動



いであ(株)による無人航空機を活用した対応の概要

○ 実施場所 金沢港、七尾港、輪島港の港湾施設
○ 実施日時 令和6年1月2、3、4日
○ 実 施 者 いであ(株) （依頼元：国）
○ 実施内容 能登半島地震における港湾施設の被害状況調査
○ 安全確保体制 不特定の第三者が飛行中に飛行範囲に侵入することがないよう補助者を配置した。

○ 能登半島地震に伴う港湾施設の被害状況を確認し、早期な人員・物資輸送を実現するため、国から
の要請により、民間事業者が無人航空機の飛行を実施。

○ 港湾施設に甚大な被害が生じ、人員や物資の輸送が困難になったため、災害関連物資の不足
により当該地域の住民の人命に急迫した危難のおそれが発生した。このため、無人航空機により
迅速に港湾施設の被害状況の確認をする必要があった。

捜索・救助等のための特例（航空法第132条の92）適用事例

港湾施設の被災状況確認のための飛行

捜索・救助等のための特例（航空法第132条の92）を適用し、航空法の飛行許可・承認なしで実施した事例。

※ 画像の出典元：いであ株式会社

七尾港 被災状況調査金沢港 被災状況調査 輪島港 被災状況調査



国土開発センター社による無人航空機を活用した対応の概要

○ 実施場所 輪島市
○ 実 施 者 株式会社国土開発センター（依頼元：国）
○ 実施内容 立ち入ることが困難、若しくは危険な区域の河川の被災状況調査
○ 使用機体 DJI MAVIC2PRO、DJI Air2S、DJI MAVIC3、DJI MATRICE300
○ 安全確保体制 目視内飛行に限定し、飛行マニュアルを遵守した。また、補助者を配置し、

安全確保を行った。

○ 能登半島地震に伴う、河川構造物や崩壊斜面等の被災状況の確認が必要とされるも、立ち入ること
が困難、若しくは立ち入ることにより作業員の人命に危険が及ぶ区域のため、調査が困難であった。この
ため、国からの依頼により、民間事業者が無人航空機により調査を実施。

○ 無人航空機で空から河川周辺の調査飛行を行うことで、人が立ち入ることができない区域においても安
全かつ迅速に被災状況を確認し、二次災害の発生を防ぐことができた。

※ 画像の出典元：株式会社国土開発センター

捜索・救助等のための特例（航空法第132条の92）適用事例

河川災害の被災箇所調査のための飛行

捜索・救助等のための特例（航空法第132条の92）を適用し、航空法の飛行許可・承認なしで実施した事例。

宮出川 鈴屋川 田長川



高校生ドローン防災航空隊による無人航空機を活用した対応の概要

○ 実施場所 静岡県掛川市
○ 実 施 者 高校生ドローン防災航空隊（依頼元：自治体）
○ 実施内容 台風10号の大雨災害に伴う土砂崩れ等が発生した地域における被災状況調査
○ 使用機体 DJI Mini 3 Pro
○ 安全確保体制 目視内飛行に限定し、飛行マニュアルを遵守した。

また、補助者を配置し、安全確保を行った。

○ 台風10号の大雨に伴う土砂崩れや道路の崩落が発生した地域において、それまでに判明している場所
以外に被災している箇所がないか被災状況の確認が必要となった。実際の飛行においては、当該特例
を適用することなく、自治体からの要請に基づき、飛行計画の通報を行った上で飛行が行われたところ。

○ 例えば、土砂崩れ等が発生し、人命等に危難のおそれがある地域において、被災状況の全容把握や
二次災害防止のための調査を行う場合で、かつ申請する暇がない場合にあっては、自治体からの依頼
により、当該特例を適用の上、有志で結成された団体が無人航空機により調査を実施することが可能。

※ 画像の出典元：掛川市 ※高校生ドローン防災航空隊： https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/docs/348948.html

捜索・救助等のための特例（航空法第132条の92）適用事例

台風による大雨災害の被災箇所調査のための飛行

捜索・救助等のための特例（航空法第132条の92）を適用することも想定される事例。

飛行経路の確認 被災状況の調査 無人航空機による空撮（中央付近が崩落箇所）


